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内部統制システムの整備に関する取締役会決議 

 

当社の会社法第399条の13第1項第1号ロおよびハに規定する体制（内部統制システム）の整備につ

いての決議の内容は、次のとおりです。 

 

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

（１）当社の取締役および従業員（嘱託員、臨時員等を含む）は、職務の執行に当たり、関連法

令ならびに当社定款、企業行動規範、コンプライアンスガイドラインおよび個別の社内規程

等を遵守する。 

（２）内部監査組織である監査部は、内部監査規程および監査計画に基づき、会計監査人、監査

等委員会との緊密な連携を保ちつつ、取締役および従業員の法令・定款遵守状況を含む各監

査を実施し、その結果を代表取締役および監査等委員会に報告するとともに、改善事項があ

る場合には当該部門に指示する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る稟議書、議事録等の文書その他の情報については、法令および文

書取扱規程等に従い、適切に作成、保存および管理（廃棄を含む。）を行う。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

組織横断的リスク状況の監視および全社的対応はリスク管理委員会および経営企画部が行い、

各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行うこととする。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、半期毎の予算を決定し、３

事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。 

（２）各部門を担当する取締役は、予算および中期経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体

的な施策および権限配分を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。 

（３）取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）ならびに指名された執行役

員等で構成する経営役員会を原則として月１回開催し、業務遂行に関わる重要案件の審議、

報告、連絡、調整等を行う。監査等委員である取締役および社外取締役は、経営役員会に

出席し、意見を述べることができる。 

（４）各部門を担当する執行役員は、月次の業績および半期の収支見通しを毎月取締役会に報告

する。 

（５）取締役会は、この報告をレビューし、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善

を促すことにより、目標達成の確度を高め、業務の効率化を実現する。 

 

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制 
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（１）内部統制システムは、子会社を含めた「タツタ電線グループ」として厳正に構築・運用す

るものとし、内部統制委員会がその構築・運用状況の確認・総括に当たる。 

（２）原則として経営企画部および関連各部室が子会社を所管し、子会社の一定の事項について

は、当社の経営役員会または取締役会において承認する。 

（３）子会社の取締役を兼務する取締役または子会社を所管する取締役が、子会社の月次の業績

および半期の収支見通しを毎月取締役会に報告する。 

（４）当社の監査部は、子会社の業務の適正を確保するための監査を実施する。 

 

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項 

総務人事部および監査部に、監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務執行を支援する

ためのスタッフを配置する。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。 

 

７．前項の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対す

る指示の実効性の確保に関する事項 

監査部は、監査等委員会の要望した事項の内部監査を実施し、監査等委員会に報告する。監

査等委員会は、監査部の人事異動について事前に報告を受け、必要がある場合は人事異動の変

更を申し入れることができる。 

 

８．取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に

関する体制 

（１）取締役は、職務の執行状況を定期的に監査等委員会に報告するとともに、法令、定款違反

またはそのおそれが生じたときは速やかに監査等委員会に報告する。 

（２）従業員は、監査等委員会の求めにより往査に応じるとともに、法令・定款違反またはその

おそれが生じたときは速やかに上司を通じて監査等委員会に報告する。 

（３）グループ会社の取締役および使用人は、「タツタ電線グループ グループ運営規程」に従

って、監査等委員会への報告や情報伝達を実施するほか、監査等委員会の求めに応じて報

告を行う。 

（４）総務人事部は、内部通報により通報された内容およびコンプライアンスに関して報告を受

けた内容を監査等委員会に報告するものとする。 

 

９．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制 

内部通報制度により通報した者に対して、通報を理由としたいかなる不利益な取扱いも行わ

ない旨を「タツタ電線グループ ヘルプライン運営規程」に定め、その旨を周知し適切に運用

することを含め、前項により監査等委員会に報告した者に対して当該報告を理由としたいかな

る不利益な取扱いも行わない。監査等委員会は、このために必要がある場合は、人事異動等の

変更を申し入れることができるものとする。 
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１０．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の

執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員の職務の執行について生ずる費用の支弁に充てるため、毎年度、監査等委員会か

らの申請に基づき一定額の予算を確保するとともに、監査等委員からその他の費用の請求があ

った場合には会社法第399条の2第4項に基づき適切に処理する。 

 

１１．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役は、監査等委員が取締役会、経営役員会への出席等を通じて取締役の職務執行を監査

するとともに、会計監査人、監査部との緊密な連携を保ち、かつ、会計監査人の監査を活用し、

効率的な監査が実施できるよう適切かつ必要な環境整備を行う。 

 


